
令和４年６月２７日
　令和４年度第３回箕面市支援教育充実検討委員会

学びの場の充実②

1. 通級の活用/全校設置

2. 支援教育介助員の役割、配置の再構築

3. 前回の委員会の検討事項に関する再確認

【資料】



1.通級の活用/全校設置
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 通級の活用/全校設置

■通級設置の歴史
   ・学校教育法施行規則の一部改正により制度化され、平成５年から小学校、中学校に導入された。
　・箕面市には、平成１９年に箕面市立中小学校に通級が設置された。　
　

■支援学級、通級、通常学級の違い（文部科学省：特別支援教育の現状）
【支援学級】
　　小学校、中学校等において以下に示す障害のある児童生徒に対し、障害による学習上又は生活上の　
　困難を克服するために設置される学級。
　　《対象障害種》
　　　知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者、弱視者、難聴者、言語障害者、
　　　自閉症者・情緒障害者

【通級】
　　小学校、中学校、高等学校等において、通常の学級に在籍し、通常の学級での学習におおむね参加
　でき、一部特別な指導を必要とする児童生徒に対して、障害に応じた特別の指導を行う指導形態。　

【通常学級】
　　小学校、中学校、高等学校等にも障害のある児童生徒が在籍しており、個々の障害に配慮しつつ通
　常の教育課程に基づく指導を行う。なお、小学校、中学校における、学習障害、注意欠陥多動性障害、
　高度自閉症等の発達障害の可能性がある児童生徒は6.5％程度の在籍率となっている。
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■通級担当教員の校内における役割　
   ・個別の教育支援計画、指導計画に基づき、平日の時間割の一部や放課後に、自立活動を実施。
　・校内巡回を行い、通級指導による効果の確認や通常学級で困り感のある児童生徒のチェックを実施。
　・小学１年生に対して｢ひらがな読み書きスクリーニング｣を実施し、困り感のある児童を早期発見。
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通級の活用/全校設置

■通級による指導の制度的位置付け
【学校教育法施行規則第140 条】
　　小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において、次の各号のいずれかに該当
　する児童又は生徒（特別支援学級の児童及び生徒を除く。）のうち当該障害に応じた特別の指導を行
　う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、　～略～　の規定
　にかかわらず、特別の教育課程によることができる。

　 一　言語障害者　
　 二　自閉症者　
　 三　情緒障害者　
　 四　弱視者　
　 五　難聴者　
　 六　学習障害者
　 七　注意欠陥多動性障害者　
　 八　その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの

【学校教育法施行規則第141 条】
　　前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が、当該小学校、
　中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の設置者の定めるところにより他の小学校、中学
　校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部にお
　いて受けた授業を、当該小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校において受けた
　当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。



 通級の活用/全校設置

■通級の設置基準
　・１３人に１人の教員を配置（加配による措置のため、教員配置が約束されているわけではない）
　　例①：A校で通級を希望する児童生徒が、１３人いる場合、A校の通級教室の設置を申請。
　　　　　申請の結果、加配のため設置されない場合もある。
　　例②：B校で通級を希望する児童生徒が、３人いる場合、設置基準の１３人に満たないため、
　　　　　通級が設置されているC校の通級担当教員がB校に巡回し、B校の３人も併せて指導する。
　　例③：D校で通級を希望する児童生徒が、２５人いる場合、通級は１教室のみの設置となるため、
　　　　　１人の通級担当教員が、２５人の通級指導を行う。
　　例④：E校で通級を希望する児童生徒が、２６人いる場合、E校の通級を２教室の設置を申請。
　　　　　申請の結果、加配のため１教室しか設置されない場合がある。

　・平成２９年の法改正において、令和８年度より通級の設置が基礎定数化されることが決定して
　　おり、例④の場合、２教室が設置されることになる。
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■支援学級の設置基準
　支援学級種別ごとに、１人の教員を配置（１学級の在籍上限は、８人）
　　例①：A校で弱視学級の児童生徒１人、知的障害学級の児童生徒が7人の場合、弱視学級に１人
　　　　　の教員、知的障害学級に１人の教員が配置される。
　　例②：B校で知的障害学級の児童生徒が９人の場合、知的障害学級に２人の教員が配置される。



 通級の活用/全校設置

■通級による指導を行う際の授業時数
　　年間35 単位時間から280 単位時間以内範囲で行うことを標準とすることとされています。
　週当たりに換算すると、1 単位時間から8 単位時間程度までとなります。
　　ただし、学習障害及び注意欠陥多動性障害のある児童生徒については、年間授業時数の上限につ　
　いては他の障害種別と同じにするものの、月1 単位時間程度でも指導上の効果が期待できる場合が
　あることから、年間10 単位時間（月1 単位時間程度）が下限となっています。
　（文部科学省：障害に応じた通級による指導の手引解説とQ&A（改訂第3版））
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■支援学級に在籍する児童生徒の交流及び共同学習の授業時数
　　特別支援学級に在籍している児童生徒が、大半の時間を交流及び共同学習として通常の学級で学　
　んでいる場合には、学びの場の変更を検討すべきであること。言い換えれば、特別支援学級に在籍
　している児童生徒については、原則として週の授業時数の半分以上を目安として特別支援学級にお
　いて児童生徒の一人一人の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた授業を行うこと。
　　ただし、例えば、次年度に特別支援学級から通常の学級への学びの場の変更を検討している児童
　生徒について、段階的に交流及び共同学習の時数を増やしている等、当該児童生徒にとっての教育 
　上の必要性がある場合においては、この限りではないこと。
　（文部科学省：R4.4.27　特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について（通知））

⇒支援学級から、学びの場を変更する場合、通級の重要性が今まで以上に高まることが、
　予想される。
   



 通級の活用/全校設置

■通級による指導を受けている児童生徒数の推移《H５～R元》（文部科学省）
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 通級の活用/全校設置

■小学校の都道府県別通級による指導状況 (児童数)1/2《R元.5.1現在》(文部科学省)
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 通級の活用/全校設置

■小学校の都道府県別通級による指導状況(児童数) 2/2《R元.5.1現在》(文部科学省)

8



 通級の活用/全校設置

■中学校の都道府県別通級による指導状況(生徒数) 1/2《R元.5.1現在》(文部科学省)
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 通級の活用/全校設置

■中学校の都道府県別通級による指導状況 (生徒数)2/2《R元.5.1現在》(文部科学省)
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≪H24年度とR4年度を比較≫ ≪箕面市の学校数≫

小学校 通級設置数 8学級 増加 （H24年度に対して 366%） 小学校 11校設置 / 14校中（設置率： 78％）

中学校 通級設置数 2学級 増加 （H24年度に対して 300%） 中学校 3校設置 / 8校中 （設置率： 37％）

≪R4年度の設置校≫

≪未設置校≫

  小学校（11校）：箕面小、止々呂美小、南小、西小、東小、萱野東小、豊川北小、中小、豊川南小、萱野北小、彩都小

  中学校（3校）：一中、二中、六中

  小学校（3校）：萱野小、北小、西南小

  中学校（5校）：止々呂美中、三中、四中、五中、彩都中

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

小学校 3 4 4 4 4 5 7 8 9 9 11

中学校 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3
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 通級の活用/全校設置

■箕面市の通級設置数（全学級・発達障害のみ）《H24～R4》
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 通級の活用/全校設置

■他市の事例

　○大阪府大阪狭山市（人口：約5.８万人）
　　・大阪府内で、全校に通級の設置を実現。
　　・過去には、府費による設置が行われなかった学校に、市費で教員を配置し、全校で通級を設置。
　　・通級の在籍期間のルールはなく、必要な期間のみ在籍する仕組み。
　　　※箕面市は、通級の在籍目処を２年間としている。
　

　○東京都（人口：約1,400万人）
　　・通級の在籍期間は、原則１年間。
　　・通級の設置基準を１２人で１通級教室を設置している。
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 通級の活用/全校設置

■支援教育充実検討委員会準備WGで判明した課題
　・通級が全校に設置されておらず、学びの場の選択が限られている。
　・学校生活で支援が必要な場合、「支援学級に入級する」ことで対応しているケースが多い。
　・通級担当教員の担当する児童生徒数が、通級設置基準の１３人を超えており、通級に入級したにも　
　　関わらず、週に１～２時間程度しか通級で学べない児童生徒が多い。
　・通級担当教員が担当する児童生徒数の平均１７人。最大２５人を担当している。（R4.5.1現在）

WG内で提案された対応例

１．通級を全校に設置し、学びの場の選択肢を増やす

２．通級を活用しやすくなる仕組みの検討
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■検討の際の視点
　・学びの場における、「通級が適切な児童生徒」と「支援学級が適切な児童生徒」の違いについて。
   ・通級の在籍目処を設定するべきか。
　・現在の支援学級に在籍している児童生徒が、学びの場を通級に変更する場合、具体的なフォロー
　　体制として何が必要か。
　・通常学級の担任と通級担当教員の連携強化の仕組みの方策について。
　　(例：指導計画の作成者や作成方法等)
　・WG内で提案された対応例以外の方策がないか。



２.支援教育介助員の役割、配置の再構築
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 支援教育介助員の役割、配置の再構築

■支援教育介助員について（職務内容及び資格要件）
　○職務内容
　　・市内小、中学校の支援学級に在籍する児童生徒への介助及び支援。
　　　（箕面市：採用試験募集案内）

　○資格要件
　　・任期付職員・・・資格要件は、下記①～③のどれかを保有すること。
　　　①教員免許（特別支援学校、幼稚園、小学校、中学校）　
　　　②保育士資格
　　　③介護職員初任者研修修了者（旧ホームヘルパー資格取得者を含む）

　　・会計年度任用職員・・・資格要件なし。
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支援教育介助員の役割、配置の再構築

■箕面市の支援教育介助員数（小学校・中学校）《H24～R4》

■支援教育介助員１人あたりの介助及び支援をしている人数
　 ・《小学校》支援学級在籍児童数　７３０人　　　１人あたり　６．４０人
     ・《中学校》支援学級在籍生徒数　２５５人　　　１人あたり１３．４２人
　　

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H24～R3年度は、年度末の実人数。R4年度は、予算ベースの数値。 

　≪H24年度とR4年度を比較≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 ・小学校　支援教育介助員数　57人増加（H24年度に対して200%）
 　・中学校　支援教育介助員数　  8人増加（H24年度に対して172%）　　



 支援教育介助員の役割、配置の再構築

■他市の事例
　○大阪府大阪狭山市（人口：約５.８万人）
　　・他市の介助員のような形で、「学びの支援員」を市内で２３人配置している。
　　・小学校７校、中学校３校であるため、小学校に２人～４人配置し、中学校に１人配置している。
　　・「学びの支援員」は、抽出学習のサポートや通常学級での交流学習の際に、支援学級在籍の子に、　　
　　　サポートする。
　　・通常学級の児童生徒へのサポートは業務対象外。

　○秋田県由利本荘市（人口：約７.３万人）
　　・通常学級に在籍しながら特別支援教育支援員の支援を受けることができる。
　　・小学校１３校、中学校４校に特別支援教育支援員を４３人配置。
　　・令和３年度は、小学生１８８人、中学生１７人、計２０５人が支援を受けている。
　　・支援学級をサポートする介助員等の任用なし。

　○神奈川県横須賀市（人口：約３８.２万人）
　　・市で学習支援員を配置しており、学習支援員が通常学級の子を別室にて、支援している。
　　・介助員は、学校から申請に基づき配置。学校によっては、配置がない学校もある。
　　　学校によっては、月１００時間、配置している学校もある。
　　・介助員は、通常学級に配置され、毎日、半日または２時間から３時間の勤務している。
　　　特別支援学級に配属されている介助員も２人おり、１日６時間、２人が１日毎に勤務している。
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 支援教育介助員の役割、配置の再構築

■支援教育充実検討委員会準備WGで判明した課題

・支援教育介助員の業務範囲が、「支援学級に在籍する児童生徒への介助及び支援」となっており、　
　通常学級在籍で、困り感のある児童生徒に支援教育介助員が業務上、支援することができない。
・支援教育介助員や支援担任による先回りの支援により、場合によっては、必要以上に支援を行って　
　いることがある。

　

WG内で提案された対応例

１．他市のように通常学級におけるサポートとして、｢(仮称)学びの充実

　　サポーター｣の配置を検討し、支援教育介助員の一部の配置を再構築する。

２．｢(仮称)学びの充実サポーター｣を配置する場合、支援教育介助員との業務

　　の違いを明確にする。
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■検討の際の視点
　・「(仮称)学びの充実サポーター」の業務範囲は、どのように設定するべきか。
　　    （例：通常学級における授業のサポーターとして、位置づけることで、交流及び共同学習を行っ
　　　　　　 ている支援学級在籍の児童生徒も含めてサポートする。）
　・「(仮称)学びの充実サポーター」の配置基準は、どのように設定するべきか。
　　　   (例：各校、何人配置など)
　・「(仮称)学びの充実サポーター」に資格要件は、必要か。
　・「支援教育介助員」の適切な配置数について。(例：各校、何人配置など)
　・WG内で提案された対応例以外の方策がないか。
　



３.前回の委員会の検討事項に関する再確認
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前回の委員会の検討事項に関する再確認
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■適切な自立活動の実施
　・限られた人員体制の中で、適切な自立活動の指導を行うためにどのような工夫が考えられるか。
　

■専門的見地に基づく支援
　・児童生徒にとっての個別最適な学びとは何か。
　・通級や支援学級への入級に際し、専門的見地から入級を検討する場を設けるべきか。　

■校内ICT の利活用
　・自立活動などの個別学習をより効果的に行うために、１人１台のタブレット端末を活用する方策は
　　ないか。
　


